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qい 際 答は Ⅲ:しいと判断したものを

無線局のA「l代に市峡 さよるfrtは 次 のどれか

1 免 討人のtFS

2 無 線従Ⅲキの氏名

3 無 線般備の設療期子

4 工 ul.成の期限

能務省令rrあ る場 をヽ除  ヽ允 本人'(り電社合

を受けるlrrは  次 のこれわt

l 臨 時に電渡の発射の停山を命ぜら■ヽたとさ

2 汁 可を受けて無線皮備の変更"卜 単をしたとさ

3 亀 よい切式文な問演数の窯にの生更を受けたと

さ

4 湖 間をib【 周波立又は行中線亀力を制限=れ

たとさ

〔3, 電 よ法にq ttる な校の質は 次めどれか      【 61

1 品 縦 の卸ミ

2 倍 卜■機 キ此

3 お 波の型式

4 変 調度

*=&E-tlit*fitfi+ HtlElE

つたけだよ 奈案用紙の祥欄に ,しく記入 (マーク)し てください

〔1〕

〔2〕

〔4〕 驚扱法にせtする 「無練従事古Jの定義は 次のと

,1かヽ

1 鞭 村に配trtさ' たヽ哲をいう

2 無 町せ事者円身」鹸に合格した者をいう

3 無 線納納の際作を行う者であって 無 練局に剛電

されたものという

4 無 線調続の関■スはその常督を行う肯であつて

絃務大Fの角詐を受けたものをいう

〔51 弟 「靴 1■Ⅲ終邸科資との資格を有する柳 1

25010キ ロヘルツからJtt X"ヘ ルツまでの問議

の竜誠を仰 付する陛 にの無紳局の来線設備 (レー舛

及び邸 明 の中酷により無線通信を行う無線,うの

多重無線設備をfrjく)で 外部の日英接瞳て電波の質に

影揮を及|まさないもの●伎偽操作を行うことができる

のは 竺 中線電力何ワットま詢 ■ 正しいものを米わ

うちから選ヘ

1   21'7メ |

2   3t フ ″i

1 100ワ ット

4 的 o r7ット

無線従事者は 先訴わ取消しの処分を受けたとき|よ

その処分を受けた片から向 以 内にそのFt許証を返納

しな,オ■まなうないか Fし いこのを次のうちから選

ヽ

1  3 0

2  1  l H

3  1 o ,

4   7 U

〈1)



〔7〕 次の記述は rF密 の保蔵に関する電破法の規定で   [10〕 ほ渡法に違反して運用した無機局を認めたとき、

あるが、E内 に入れるべ営字句を下tr番号 めヽら ほ渡法の規定によう生許人等かとらなければなら

ない措置は 次 のとれか。選べも

「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか

特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して     , そ の無線局め免許人等を告発する。

| Jヽ

r情 報

2 通 信事項

3 存 在若しくは内容

4 相 手方及び記録

〔8〕 無線局が臨時に電波の発射の停止を命ぜられるこ  〔 11]免 辞人は 免 辞状に紀域された事項に変更を生

とがある場合は、次のどれか。              し たときは、どうしなければならないか、正しい

ものを次のうちから選へ。

1 暗 揺を使用して通信を行ったとき。

2 発 射する電渡が他の無線局の通信に混倍を与え     1 直 ちに層け出る.

たとき                         2 免 謙状め訂正を受ける。

3 免 離状等に配載された空中線電力の範囲を超え    3 再 受詐を申前する.

て運用したとき。                    4 そ の旨を報告する。

4 発 射する電波の質が総務省令で定めるものに適

合していないと盟あられるとき。

2 そ の無線局の生静人等にその旨を通期する。

3 総 務省令て定ある手様により総務大臣に報告

する

4 そ の無視局の電波の発射を停止させる。

〔9〕 免辞人 (観括免許人を除くも)が正当な理由がない  〔 12〕無線局の免許人等は、蕪擦従事者を選任又は解

のに無凛局の運用を引営続営何箇月以上休止した     任 したときは 電 渡法の規定により ど の手院を

ときにモの免許を取り消されることがあるか、正し     と らなけれまならないか 正 しいものを次のうち

いものを次のうちから選べ.              か ら選へ.
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卜 6箇 月

2 3箇 月

3 2箇 月

4 1箇 月

1 遅 滞なくその旨を届け出る。

2 2週 間以内tそ の旨を届け出る。

ユ 1箇 月以内にその旨を報告する.

4 遠 やかに総務大臣の承認を受ける。

陸特三 (2)


